
（第2部）  

子ども手当に関する法律案及び  
について  

※ ［子ども手当について］の資料は別冊  
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［児童扶養手当について］  
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児童扶養手当法の一部を改正する法律案の概要等について  

Ⅰ 改正の趣旨  

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るた  

め、児童扶養手当について父子家庭の父を支給対象とする措置を講じること。  

1．児童扶養手当の父子家庭への支給  

り）支給要件について  

○ 次に掲げる事項に該当する児童を監護し、かつこれと生計を同じくしている父   

を児童扶養手当（以下「手当」という。）の支給対象とする。   

①父母が婚姻を解消した児童   

②母が死亡した児童   

③母が政令（注1）で定める程度の障害の状態にある児童  

（注1）現行児童扶養手当法第4条第1項第3号（改正後第4条第1項第1号ハ）に定  

める政令と同じ。   

④母の生死が明らかでない児童   

⑤その他①から④に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの（注2）  

（注2）現行児童扶養手当法第4条第1項第5号の規定に準じて定める。  

○ なお、今般の児童扶養手当法の一部を改正する法律案（以下「改正法案」   

という。）では、現行制度下における母や養育者に対する手当の受給関係に   

変更を加えないよう留意し、父に支給する要件として、子を監護しているこ   

とに加え、「子と生計を同じくする」ことを要件として課している。  

○ その他不支給となる要件について母に対する手当に準じて定める（（2）   

参照）ほか、支給制限（所得制限）、一部支給停止、調査・資料の提供、現   

況届の提出などについては、現行の母に対する手当と同様とする。  
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（2）支給要件の整理  
l
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
 

○支給要件（児童の要件）（第4条第1項） ○番号は号番号  
②父（監護かつ生計同一）  ③養育者（養育）  

※父が監護しない若しくは   

生計同一でない場合又   

は父がない場合   

③養育者（養育）  

※母が監護しない場合又   

は母がない場合  

①母（監護）  

イ父母が婚姻を解消した児童  

ロ母が死亡した児童  口父が死亡した児童   

ハ母が第4条第1項第1号ハの政令で定める程度の障   

害の状態にある児童  

ハ父が政令で定める程度の障害の状態にある児童  

ニ母の生死が明らかでない児童  二父の生死が明らかでない児童   

ホ政令で定める児童  

（予定）  

・母が引き続き1年以上遺棄している児童  

・母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童  

・その他  

ホ政令で定める児童  

（施行令第一条のニ）  

・父が引き続き1年以上遺棄している児童  

・父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童  

・母が婚姻によらないで懐胎した児童  

・前号に該当するかどうかが明らかでない児童  

※ 網掛けの部分は現行と同じ部分   

○不支給要件（児童の要件）（第4条第2項） ○番号は号番号  
母に対する手当  l養育者に対する手当  父に対する手当   

①日本国内に住所を有しないとき   

②父又は母の死亡について公的年金給付が支給できる（全額停止の場合を除く。）と き   

③父又は母の死亡について遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過して いないとき   

④里親に委託されているとき   

⑤父に支給される公的年金給付の加算の対象となっているとき  ⑩母に支給される公的年  

金給付の加算の対象と  

なっているとき   

⑥父と生計を同じくしているとき（父が障害の状態にあるときを除く。）  ⑪母と生計を同じくしてい  

るとき（母が障害の状態  

にあるときを除く。）   

⑦母の配偶者（障害の状態にある父を除く。）に養育されているとき  ⑫父の配偶者（障害の状  

態にある母を除く。）に  

養育されているとき   

⑧父の死亡について支給  ⑨父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受  ⑬母の死亡について支給    このけ 

される遺族補償等を受   けるとができる養育者養育を受、遺族補償等  される遺族補償等を受   

けることができる母が監   の給付事由が発生した日から6年経過していないと  けることができる父が監   

護し、遺族補償等の給   き   護し、生計同一で、遺族   

付事由が発生した日か  補償等の給付事由が発   

ら6年経過していないと  生した日から6年経過し   

き  ていないとき   

※ 網掛けの部分は現行と同じ部分  
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（3）留意点  

○ 母については、改正前の取扱いと何ら変わることはない。  

○ 養育者についても基本的に改正前と取扱いは変わらないが、（2）に記載   

するように、対象児童が拡大（（2）のうち第4条第1項③網掛けがない部   

分）したことに伴い、その対象が若干拡大することととなる。  

O 「監護」「生計同一」「生計維持」その他用語の解釈等については、原則変   

わらない。今般の改正法案により新たに手当の支給要件に該当した者（父・   

養育者（（2）のうち第4条第1項③網掛けがない部分の養育者）。以下「新   

支給要件該当者」という。）に関連し、用語の解釈等に変更等がある場合に   

は、追ってご連絡する。  

○ 父に対する手当に関する支給要件の具体的な認定方法等その他必要な事   

項の詳細については追ってご連絡する。  

2．施行期日等  

（1） 施行日  
平成22年8月1日（（2）①の請求の事前手続については公布の日）  

（2）経過措置等  

請求の事前手続等  

○ 平成22年8月1日において新支給要件に該当すべき者（旧支給要件   

非該当者に限る。）は、8月1日に新支給要件に該当することを条件と   

して、同日前に認定の請求の手続をとることができる。  

○ 事前申請を行った者が、22年8月1日において新支給要件に該当す   

る場合には、8月分から手当を支給する。  
○ 様式は、現行の児童扶養手当認定請求書等を取り繕って使えることと   

する予定。   

今後変更はあり得るが、現時点での改正イメージは別添のとおり。  

○ 改正法が成立した後（公布後）、認定請求の手続きが行われた場合に   

は、受け付けを開始していただいて差し支えない。ただし、新支給要件   

該当の可否については、8月1日現在で認定するため、所得要件につい   

ては、前年所得を確認する必要がある。  

このため、事前申請の手続の時期が早いことによって前年所得が把握   

できない（前々年所得しか把握できない）場合には、所得に関する書類   

以外の書類等を受け付けた上で、所得については、児童扶養手当法施行   

規則第26条第6項の規定に基づき公簿による確認等により把握し、審  
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査を行うこととする。  
※ 事前申請の手続を行った者に対し追って所得に関する書類のみ提出を依頼する   

ことも差し支えないが、申請者にとっては、二度手間になることから、可能な限   

り、事前申請の手続に負担が生じないよう、配慮されたい。  

過措置期間及び支給開始月の特例   

○ 新支給要件に該当する者（旧支給要件非該当者に限る。）の手当の認   

定の請求（事前に請求した者については、①による）について、施行日  

以降、さらに次の経過措置を設ける。   

○ 平成22年8月1日から平成22年11月30日までの間（以下「経   

過措置期間」という。）の手当の認定請求について以下の経過措置を設  

ける。   

ア 平成22年8月1日において現に新支給要件に該当している者（旧  

支給要件非該当者に限る。）が経過措置期間内に認定の請求をしたと  
き  

→ 平成22年8月分より支給  

（例：平成22年7月31日以前に離婚した父）   

イ 経過措置期間内に新支給要件に該当する至った者（旧支給要件非該  

当者に限る。）が、経過措置期間内に認定の請求をしたとき  
→ 支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月分より支給  

（例：平成22年8月1日以降11月30日までに離婚した父）  

※経過措置に該当しない場合は、原則どおり、手当は請求のあった日   

の属する月の翌月分から支給する。  
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経過措置について  

（注）経過措置は旧支給要件非該当者に限る。  

施行日  
迂過措置期間  

22年4月  5月   6月   7月  8月  9月   10月   11月   12月  

－  ′  

Ⅰ事前申請  Ⅱ 請求期間に関する経過措置  
・施行日に新支給要件に該当する見      （彰 施行日に新支給要件に該当するもの   

込みの場合は、事前に申請できる。  ‥8月分から支給  

合、8月分から支給  
・施行日に新支給要件に該当した場       ②施行日後～11月30日までに該当した場合 ＝新支給要件に該当した月の翌月分から支   

①施行日にすでに新支給要件に該当しており、事前請求した場合  

（例1）5月に離婚して父子家庭となり、7月に事前請求   

l  

施行日に新支給要件に該当 

12月   
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②ア施行日にすでに新支給要件に該当しており、8月～11月の間に請求した場合  

（例2）6月に離婚して父子家庭となり、9月に請求  

一‾‾…‾ ‾’－・・、 ‖…‾‖‾‾‾ ：支給開始：  
′ 

I 

、、、 、「・  ・三・≡・・・書・＝  
＿＿ ……  

l l  ll  l l   
l l  ll  ll   

ヽ－  L′  
ヽ  ′  

＼－  L′  ヽ－  L′  
ヽ ′  ヽ ′  

8  月  月   11月   

ヽ．′     ヽ′   

12∃   

請求   

離婚 支給開始  

（8月分から支給）  

】  

（例3）7月に離婚して父子家庭となり、9月に請求  

一 － 
′一  －、  

支給開始  

離婚：  （請求の翌月分 から支給）  

＿  l  
l l  l 】  
l l   ll  l】  

ヽ－  L′   ヽ－  L′  ヽ－  L′  

22年4月  5月   

経過措置  

離婚 支給開始  

（8月分から支給）  

u  

．
▲
 
＼
l
■
 
 
 



②イ8月－11月の間に新支給要件に該当し、8月～11月の間に請求した場合  

（例4）8月に離婚して父子家庭となり、10月に請求  

： 支給開始 ：  
一‾‾‾‾ － （分  

＿  
ー ーー ーー ■■ t一 一 一■  ll ll  

11 I I 

22年4月  5月   

離婚 月分から支給）   

（例5）9月に離婚して父子家庭となり、10月に請求  

： 支給開始 ：  
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（表  面）  様式第一号（幸一条関係）  

※消 
第   号   

由  ※市区仰  
ぁなたと、あなたの配鴨者・同居している扶養農紡者の所得について   

村名  受牌朋 平成・  ⑳  平成  年分所得  ⑳鮨求者 ⑳配偶者   ⑳扶養農技着  
児菰扶養  氏  名  

明治   
③経書の有窯lある・ない       凝芸琶彗貢慧董篭霊室損  人  

①ふり．が嘉一－－－…・－………－…‥男  昭和’  
く   ）  

人  人  

①配偶者の有伝 ある・ない   女  平成   
あ  
な  名   称  
た  ⑥支払 希望  口座毒＝号  

の  
⑳  

金融  た児童  人  

と  TEL（）  機関  ⑳児亜扶養手当法頂行令弟4粂   円  ※ 円   円  ※ 円  円  ※ 円   円  ※ 円  
に  
匂  l⑧票竪琴⊥  

第1利こよる所得の積  

い  
て  

⑳児監扶養手当法施行令第3粂  

所 得  鮎藁裏書這箆呈聾昔」：（糟；，  
⑳児童の氏名  研  

（生年月 日）  師・■生〕    細 生昭和・生  一頭  
児文われた抑  

同居  同居  同屏  8  

⑳汁求者との続柄・ 同居の別  
児  馴  打   打  合紳A＋8  

立  
昭和  昭和  昭和  
平成  平成  平成  ⑳障 害 者 控 除   人人 繕特   円  人    人 人  

の  ある・ない  ある・ない   ある・ない   
費．粛  

円   円   円   
円  

のこ 義持笑覧義視恵箋 女子の子チその他  
雑  損  控  除   円   円   円   円  円   円  円   円  に  と   

除  ∠ゝ   円  円  円   円  円  円  円  つ  

円  円   円  円   円  円  円  い  氏  名  
て  

円  円  円  円  円  円  

円  円  円   円  円  円  円   

⑳讐蔓莞接開芳墨絹ふ琵誓  
‾笛4粂  円  円  円  円  

生年月日  

）  
円  円  円  円  

円  詔書整芸鮎芸箸召還   。去和） 平成  
円  

関係番領を添えて、児整ス  
⑩  

磨一喋る磁頬  
） 

平成年月日  
．）  

）放  氏名  ⑳   
⑲居着手帳の番号及び  

苛   Aあり 種類  ⑳－⑳の欄及び  

毒害  
撞類・障害等カ  ※ 蕃  なし（ その他の事項  

コード  査  

町村長  
・父割£鼠の帳乗又は勤務先  

田  

雫  

支 給 月かb 円l  
民 、 ※※  p・ま明専一遺棄申立脊・言正明  

絡定・却下  
年月  止  か・円4月・   第 号  

止月から。8月  円  考  
（。木工業規格A列4番）  

＿為一rユー▲一一一   

◎脚注烹をょく那／でから記入して下さい。※、※※の澗は記入する必要がありません・宇は楷看ではつきり針て下さい・記名押印に代えて署名することができます・          小い                ←L一・‰一一∴い∴r一一■・－一■■－－一       【i－；tヰーー・   ＿臨」－；コぬ＝＝  



（裏  面）  

注 意   

1 ⑥の欄は、住所地の金融機関のうちで支払を受けるのに最も便利な金融殿関を選んで、その名称及び口座番号を記入してください。  

2 ⑨、⑩及び⑳の仰の「受けることができる」とは、現に受けているとき、申請中であるとき又は申請すれば受けることができる状優にあるときをいいます．  

3 ⑨、⑳及び⑳の柑の r公的年金」とは、「造族年金（達族基礎年金、追抜厚生年金及び遺族共済年金を含む．）」、「老齢年金（老齢基礎年金、老齢厚生年金及び退職共済年金を含む．）J、「障害年金   
（障害基喋年金、障害厚生年金及び障害共済年金を含む．）」、「母子年金J、「恩給」等をいいます。  

4 ⑬相は、児童が児蚤扶桑手当の支給対象となった日以後、あなた（請求  が当言亥児童の監雉等（あなたが母の場合に  は監領  合には養  父の場合には  を同じくする  かつ生育   
喜⊥を始めた年月日を絶入してください。  

5 ⑳及び⑰の欄は、それぞれの父又は母が同じ場合は「同左j と記入して差し支えありません．  

6 ⑩の澗は、児立が父賽レくは母の死亡により受けることができる「公的年金」、「遭族補償」の受給状況又はあなたが母  される公的年金の額の加算  しくは養育者である毒  合には、児童が父に支給  
の対象となっているとき  あなたが父である場合には  重が母に支給される公的年金の額の加  象となっているときに父君しくは母の r公  状況を吉己入してくださし  

7 ⑳の梱は、あなたと生計を同じくしている（又はあなたが養育者である揖合邑はあなたの生計を維持している）あなたの父母、祖父母、子、孫等の直系血族と兄弟姉妹があるときに記入してくだ   
さい。   

8 ⑳の欄は、地方税法に定める控除対象配偶者、扶養親族の合計数を記入して下さい。   
なお、地方税法に定める老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族があるときは、その人款を次により（）内に再掲してください。   

（l）言責水着については、◎に老人控除対魚配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㊥に特定扶襲親族の数を記入してください。   

（2）配偶者及び扶重義務考については、老人扶養親族の歎を記入してください。   

9 ⑳の棚にいう「児丑」とは、地方税故に定める扶養親族以外の者（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます．）又は障害の状態にある20歳未満の者をいいます。   

10 ⑳の欄は、前年（1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます．）の所得について、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所格金額、土地等に係る事業所得等の金   
額、長期・短期琵渡所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額を記入してください。  

11 ⑳の欄は、請求者が母である場合には、その児童の父から、捕求者  が父である埠合には  母から対象児童についての扶養豪儀を履行する  ための費用として受け取った金品等の所得の金  
額を記入するとともに、それぞれ母若しくは父又は児茸に支払われた額と   その金額の8割に相当する額（1円未滞四捨五入）を記入し、合計の欄には、それぞれの金額の8割に相当する額の合計額  
を記入してください。   

12 ⑳の欄は、請求者が母である場合には、  寡婦控除及び寡婦控除特別加算の額、  請求者が父である  控除の額は控除しません  

13 この請求審に添えなければならない書類は、次のとおりです。なお、省略できるものがある場合もありますので、市役所、区役所又は町村役場の人に確認してください。   

（1〉 あなたと児恵の戸籍の謄本又は抄本とこれらの者の属する世帯全長の住民票の写し   

（2）請求者が母であり、児童と同居しエ巳ない魚名こ弧＿児丑を監餞していることを明らかにすることができる吾類  

者が父であ  じく してい  し、かつ  ることがで  

（4）請求者が母星良基以外の看である場合泣は、児意の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本と請求者が児童を養育していることを明らかにすることができる誓瓶  

あ る場合邑は、医師又は歯科医師の診断警、次の傷病による浸食£は、エックス線直接撮影写真  （5）児童又は児五の父  は母が障害の状態に  若しく  
呼吸器系結核・肺えそ・肺のうよう・けい肺・じん掩結核・胃かいよう・胃がん・十二指腸かいよう・内臓下垂症・動脈りゆう・骨又は関節結核・骨ずい炎∵骨又は関節技偲・その他   

（6）次の場合は、その事奏を明らかにナることができる昔類  
、 

「ァ）父又は母が生死不明の場合、（イ）父及延長が1年以上遭弄している場合、（ウ）父又は母が1年以上拘禁されている場合   

エn本年1月2日以後現住所に転入された方は、⑳から⑳までの偶に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明音   

（8）このほかの審済も必要になる場合がありますので、拝しいことは市役所、区役所又は町村役場の人に開いてください。   

14 この請求箸について分からないことがありましたら、市役所、区役所又は町村役堤の人によく聞いてください。   

◎ 虚偽の内容を記赦した場合には、手当頸の全部又は一部の返遅のほか、一定の金額の納付を命ぜられ、また、処罰される楊合があります。   



様式第二号（－）（計条関係） ⊂≡≡≡∃頭重二］  
（表  面）  

児童扶養手当障害認定診断書（視覚障害用）   

（ふ り が な）   

（D 氏  名  

治
正
和
成
 
 

明
大
昭
平
 
 

り 

ト
 

1
－
す
 

章
1
j
q
で
‘
・
t
 
j
l
－
″
ヨ
t
一
－
・
さ
・
∴
－
′
1
竜
一
・
－
一
・
∫
I
－
J
・
・
一
－
I
・
L
J
q
≠
1
ト
ー
・
γ
則
日
日
H
「
曹
1
1
ヰ
1
i
、
慮
I
・
1
j
l
－
J
＿
・
一
一
一
瞥
I
¶
・
ー
凛
・
J
■
習
1
1
」
l
i
－
し
・
ふ
ヽ
、
＋
・
－
′
亀
－
一
・
一
l
t
l
－
1
1
∴
‥
‥
j
－
1
⊥
d
，
一
1
・
－
ト
ー
れ
r
・
－
～
－
d
－
及
川
q
l
ノ
一
r
■
－
√
・
1
＋
一
書
－
－
＿
F
モ
 
 
 

② 生 年 月  年  月   日  日
 
 

障害の原因と  

なった傷病名  
③ 住  所  

傷病の原因  

又は誘因  

疾病・不慮災・労災・  

戦傷災・その他  
⑥ 傷病発生年月日  年  月  日   

（初のためはじ  

⑦ めて医師の診  
断を受けた日  

有     益  ⑧ 将来再認定の要  年  月  日  

⑪ 所  見  

（前眼部）  

右  

裸  眼   矯  正  矯 正 眼 鏡   

右  眼  
D   

左  眼  
D  

（
機
能
障
害
診
断
）
 
 

左  

（中間透光体）   

右  

⑬ 備  考  

上記の通り診断します。  

病院又は診療所の名称  
所  在  地  

平成  年  月  日  

診療担当科名  医師氏名  ◎  

◎ 裏面の注意をよく読んでから記入して下さい。診断書をもらおぅとする人の障害の程度及び状態の認定に無   
関係な欄には記入する必要がありません。  

◎ 字は棺書ではっきりと書いて下さい。記名押印に代えて署名することができます。  
（日本工業規格A列4番）  
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（裏  面）  

注 意  

1 この診断書は、児童扶養手当の受給資格と手当の額を認定するための資料の一つです。この診断書は、児童  
の父又は母の障害の状態を証明するときにも、また児童の障害の状態を証明するときにも使用されますが、い  
ずれ市場誉にも、記入事項に不明の点がありますと認定がおそくなることがありますので、くわしく記入して  
下さい。   

2 0・×で答えられる欄は、該当するものを○でかこんで下さい。記入しきれない場合は、別に紙片をはりつ  
けてそれに記入して下さい。   

3 ⑦の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく、本人が障害の原因となった傷病についてはじめて  
医師の診断を受けた日を記入して下さい。前に他の医師が診断している場合は、本人の申立てによって記入し  
て下さい。また、それが不明の場合には、その旨を記入して下さい。  

4 ⑨の欄の視力測定の際の照度は、200ルクスとして下さい。   

5 ⑩の欄は、視野障害が問題となり、特に本人から依頼された場合にのみ測定して下さい。   

6 口頭による諸検査結果と他覚所見とが一致しないような場合は、備考欄になるべくくわしく診断結果を附加  
記入して下さい。  

ー26卜   



様式第二号（二）（第一条関係）  イメージ未定稿  
（表  面）   

聴  力  
そしゃく  
岨 囁 機 能  

平 衡 機 能  

音声言語機能   
児童扶養手当障害評定診断書  

（ふ り が な）  

① 氏  名  
治
正
和
成
 
 

明
大
昭
平
 
 

日
 
 

月
 
 

年
 
 
 

生
 
 
 

②
 
 

＝
t
 
l
i
■
．
i
 

－
t
－
肇
■
1
1
■
■
■
■
r
■
・
i
t
r
 
 

t
 
l
！
・
 
－
・
 
 

上
1
！
 
 
 
1
 
 

k
t
盲
 

・
】
t
】
■
l
r
」
・
i
一
－
 
 

④ 障害の原因と  
なった傷病名  

先天性  
後天性  

⑥ 傷病発生年月日  
傷災■その他  

④のためはじめて医  

⑦ 師又は歯科医師の診  

断を受けた日  
年  月  日  ⑧ 将来再認定の要  有     無  

⑨  聴  力  障  

聴 力 損 失 又 は 聴 力 レ ベ ル  

オージオグラム  
左  デシべ／レ  

聴力損失（旧規格）  

右  デシベル  

左  デシベル  

聴力レベル（新規格）  

右  デシベル  

症
 
 
（
機
能
障
審
診
断
）
 
 

最 良 語 音 明 瞭 度  

一
，
い
．
■
■
l
■
l
 
 

l
▼
 
 
 

使用したオージオメータの型式  
2≡氾 5α）1∝氾2（氾04（X氾  

⑳  平  衡  機  能  障  害  

機  能  障  書  ⑫  音 声 言 語 機 能 障 害  

⑬  備  考  

上記のとおり診断します。  

病院又は診療所の名称  

所  在  地  
診療担当科名  

平成  年  月  日  

医師又は歯科医師名  ⑳  

◎ 裏面の注意をよく読んでから記入して下さい。診断書をもらおうとする人の障害の程度及び状態の認定に   

無関係な欄には記入する必要がありません。  
◎ 字は糟書ではっきりと香いて下さい。記名押印に代えて署名することができます。  

（日本工業規格A列4番）  
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（裏  面）   

注 意   

1 この診断書は、児童扶養手当の受給資格と手当の額を認定するための資料の一つです。この診断書は、   

児童の父盈法皇の障害の状態を証明するときにも、また、児童の障害の状態を証明するときにも使用されます  
が、いずれの場合にも、記入事項に不明の点がありますと認定が遅くなることがありますので、くわしく記入  

して下さい。  

2 0・×で答えられる欄は、該当するものを○でかこんで下さい。記入しきれない場合は、別に紙片をはり  

つけてそれに記入して下さい。  

3 ⑦の柚は、この診断書を作成するための診断日でなく、本人が障害の原因となった傷病についてはじめて  

医師又は歯科医師の診断を受けた日を記入して下さい。前に他の医師又は歯科医師が診断している場合は、  
本人の申立てによって記入して下さい。また、それが不明の場合には、その旨を記入して下さい。  

4（9の欄のデシベル値は、話声域すなわち、振動数500、1，000、2，000周波数の音の聴力損失デシベル又  

は聴力レベルデシベルの平均値をとることにより、算定して下さい。すなわち、その各々をa、b、C  

a＋2b＋c  
となります。  とすれば  

5 昭和57年8月14日改正前のJIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータで測定した場合のデシベル   
値は⑨の聴力損失（旧規格）の欄に記入し、同日改正後のJIS規格又はこれに準ずる標準オージオメー   
タで測定した場合のデシベル値は⑨の聴力レベル（新規格）の欄に記入してください。なお、オージオメー   

タによる測定値が聴力レベルで表される場合には、製品に必ず聴力レベルであることの表示が行われてい   
るので確認してください。   

6 最良語著明瞭度の検査は、オージオロジー学会で定めた方法によって下さい。  

なお、この検査は、語音明瞭度障害が問題となり、特に本人から依頼された場合にのみ測定して下さい。   

7 平衡機革巨で脳性によるものは（例 脳性麻痺）、肢体不自由として取り扱われますので、診断蓄の用紙   

は肢体不自由用を使用して下さい。   

8 口頭による諸検査結果と他覚所見とが一致しないような場合は、備考欄になるべくくわしく診断結果を附   
加記入して下さい。  
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様式第二号（三）（第一条関係）  

（表   面）  
［ニイメージ京育夏］  

児童扶養手当障害認定診断書（肢体不自由）  

治
正
和
成
 
明
大
昭
平
 
 

（ふ り が な）  

（D 氏  名  ② 生年月日  

障害の原因と   

なった傷病名  
（∋ 住  所  

芸…芸〔≡警ふ不慮災‘労災■戦傷災－ 〕  

⑤ 傷病の原因  

又は誘因   （診傷病発生年月日  年  月  

④のためはじめて医師  
⑦ の診断を受けた日  月  日  ⑧ 将 来 再 認 定 の 要  

断端の痛み、有・無 すぐ上の関節の異常 有・無（あれば⑪、⑫、⑬に記入）  

⑩  麻  痺  ⑪ 体 幹・四 肢 関 節 運 動 筋 力  ⑫ 体幹・四肢関節迎動範囲  

程  度  
弛  緩  性   

痘  直  性   

不 随 意 迂 動性   

失  調  性   

強  剛  性   

し  ん  せ  ん  性  

運動の  
椰 類  

強直妓位  自！助肢位  他班樹立  
正常又は  
やや減  

半 ・ 減  著減又は  
消失  

脊  髄  性  

末  梢  神  経  性  
（筋 性）  

そ  の  他  力f 甲  

内 転  

，
▲
 
」
■
ヽ
ヽ
 
 
 
 
一
＼
．
 
．
、
■
 
 
 

知  覚  麻  痩  
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前 挙   

右  右  

脱失・鈍麻  
知覚  辰口  左  左  

過敏・異常  外 挙  

右  右  

動 麻 痺  左  左  
屈 曲  

右  右  
肘関  

度は⑯、⑫、⑬に記入）  節  左  左  
伸 展  

右  右  

左  左  

左  回 内  

右  右  
肢  

左  左  

右  回 外  

右  右  

左  左  

左  
背 屈  

右  右  

肢     手関  
節  左  左  

右  ：」；仁 屈  

右  右  

左  左  

左  屈 曲  

′スキー反射  右  右  

〉他病的反射  左  左  
右  肢関  

右  右  

左  左  
内 転  

・排便障′吉  
右  右  

左  左  
外 転  

有・無  右  右  

左  左  
屈 曲  

右  右  
膝関  

左  左  
伸 展  

右  右  

又はその癖痕  
左  左  

足関  

右  右  

有・無  
左  左  

底 屈  

右  右  

中  指  薬  指  小  指  

母    指   示     指                             三重 基節      中節 ■些堅  
＼  



障  

害  
が  

あ  

る  

と  

き  

の  

み  
）   

⑭  上 肢 長 下 肢 長   ⑬  上腕 囲  前 腕囲   
四  

大腿 囲   下 腿 囲  

肢  Cm  cm 肢 左  c皿  Cm  

長  
cm  cm  

右  Cm  cm  右  ctn  cm  cm  c皿  

⑩  肢装  
補助用  

妓装  

具使用  助用′J、具  （具体に 
状況  

iJ   ・■      ‾  ズボンの着脱（姿勢に関係なくズボンをはく）‥‥‥  

右  

左  
にぎる（丸めた週刊紙が引きぬけない程度）…‥・  靴下をはく（姿勢に関係なく片手で行なってよい）…  

右  

タオルをしぼる（水がきれる程度）……‥‥……‥  

⑰  
両  坐る・正座・模すわり・あぐら・脚をなげだし  
手  立ち上る…‥‥‥…‥‥・・・・  

日  
常  

生  
両  
手  

括  
動  左  片足で立つ‥……‥・  
作  

の  右  

障 害  左  最敬礼をする‥‥‥・  
程  

度  

左  歩く……………………・……‥‥  

〔芸苦ざ買芝豊富苦言ナ  
便所の処置をする  階鮎のぼる 

左  
（腎のところに手をやる）…  

〔；≡手すり要一不要  

右  

（かぶりシャツを着て脱ぐ）……・‥  
階断降りる 

〔…≡手すり要●不要  

上着の着聖冨去シャツを着てボタンをと 〕‥．  
⑱  

備  

考  

上記のとおり診断します。   

平成 年 月 日   
病院又は診療所の名称  

所  在  地   

診療担当科名  医師氏名  ⑳   

ー
「
－
一
・
■
－
■
■
円
－
′
・
㍉
－
．
」
一
－
 
 

＝
」
－
－
 

－
1
・
i
 
 
▲
一
1
㍉
・
・
、
 
 
 

◎ 裏面の注意をよく読んでから記入して下さいっ診断書をもらおうとする人の障害の程度及び状態の認定に無関係な欄には記入する必   

要がありません。  

◎ 字は槽書ではっきりと書いて下さい。記名押印に代えて署名することができます。  （日本工業規格A列4番）  
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（裏  面）  

注 意   

1この診断書は、児童扶養手当の受給資格と手当の額を認定するための資料の一つです。この診断書は、児童の父基注旦の障害の状態  

を証明するときにも、また児童の障害の状態を証明するときにも使用されますが、いずれの場合にも、記入事項に不明の点があります  

と認定がおそくなることがありますので、くわしく記入して下さい。  

2 0・Xで答えられる柵は、該当するものを○でかこんで下さい。記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけて記入して下さい。  

3 ⑦の欄は、この診断二占を作成するための診断日ではなく、本人が障害の原因となった傷病についてはじめて医師の診断を受けた日を  

記入して下さい。前に他の医師が診断している場合は、本人の申立てによって記入して下さい。また、それが不明の場合には、その旨  

を記入して下さい。  

4 ⑨の欄の有効切断肢長0センチメートルの切断は、そのすぐ上位の関節での離断とみなして下さい。  

5 ⑩の柵の起因部位が心因性のものと思われる場合は、「その他」の所にマークして下さい。  

6 ⑪の柵の筋力の程度をあらわすのに「正常」、「やや減」、「半減」、「著減」、「消失」、の言葉を用いていますが、その具体的な「程度」  

は次のとおりです。  

正 常▲…‥検者が手で加える十分な抵抗を排して自動可能な場合  

やや減……検者が手をおいた程度の抵抗を排して自拗可能な場合  

半 減‥‥‥検者の加える抵抗には抗し得ないが、自分の体部分の蒐さに抗して包動可能な場合  

著 減・・‥・・自分の体部分の重さに抗し得ないが、それを排するような妓位では自動可能な拐合  

消 失‥‥‥い かなる肢位でも関節の自動が不能な場合  

7 ⑫の欄の体幹、四肢関節の運動範開は、関節角度計を使用して下さい。四肢の角度の測り方は、日本整形外科学会及び日本リハビリ  

テーション医学会で定めた方法によって下さい。  

例  

イ 自然起立姿勢で四肢がとる位抑は、次のような角度になります。  

メl欄節00、肘関節00、前腕00（母指が前方にむく位椚）、手関節00、股関節00、膝関節00、足関節00（図A・電照）。  

ロ 四肢の運勅角度は、図A、Bの→の角度を記入して下さい。  

ハ 首、体幹の運動角度は、図C、D、Eの→の角度を記入して下さい。  

なお、自然起立位で、体幹がとる位椚は、すべて00 とします。  

8 ⑬の欄の指の運動角度は、各関節とも伸展位を00 とし、指の背面がなす角度で測って下さい。角度の記入は、基本肢位を00 とす  

る股、肩のそれに準じて図F、Gのように伸展角度を外側に、屈曲角度を内側に記入して下さい。筋力はその程度を関節ごとに、たと  

えば、（半減）、強直の場合は（強直000）というように記入して下さい。  

9 ⑭の欄の上肢長は、肩寮尖端より榛骨茎状突起尖端まで、下肢長は腸骨前上棟より内躁尖端までの距離を測って下さい。  

10 ⑮の欄の上腕囲、前腕囲、大腿囲はその中央部周囲計、下腿囲はその最大周囲計を測って下さい。  

11⑱の欄では起床より就瞑まで装着使用する場合は、「常時」、その間、ある時にはずす場合は、「ときどき」として下さい。  

12 ⑰の柵の日常生活動作については、補助用具を使用しないで、ひとりでできる場合には可能とみなして○で、ひとりでできても、   

うまくできない場合、通常の人が行なう4～5倍以上の時間を要する場合は△でかこんで下さい。まったくできない場合は×にして下  

さい。  
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A（基本肢位と角度測定の方向）′  C（首前屈・後屈）  D（首捻転）  

F（母指屈伸）  G（他4指屈伸）  B（前腕回内・回外）  

回息  

E（体幹前屈・後屈）  

指骨背面中央薇      0■．  10－  ■－一一  

（強億二20▲）   第7頚椎辣突  
起尖発と第5  
頚椎疎央起尖  
苛との結合線  

40●． 50－  
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様式第二号（五）（第一粂関係）  
⊂≡三三空室夏蚕コ  

（表   面）  
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（蓑  面）  
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2 0・×で答えられる欄は、該当するものを○でかこんで下さい。記入しきれない   
場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入して下さい。  
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4 ⑫の欄には、人工透析療法を実施している場合は、その透析回数を記入して下さ   
い。  

5 ⑬の欄には、添附されたエックス線写真についてその所見を記入して下さい。  
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様式第二号（六）（第一条関係）  イメージ未定稿  
（表  面）   
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◎ 裏面の注意をよく読んでから記入して下さい。診断書をもらおうとする人の障害の程度及び状態の認定に無関係な   
欄には記入する必要がありません。  

◎ 字は槽書ではっきりと書いて下さい。記名押印に代えて署名することができます。  （日本工業規格A列4番）  
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（裏  面）  

注 意   

この診断書は、児童扶養手当の受給資格と手当の額を壱忍定するための資料の一つです。この診断書は、児童の  
父星技量の障害の状態を証明するときにも、また児童の障害の状態を証明するときにも使用されますが、いずれ  
の場合にも、記入事項に不明の点がありますと認定がおそくなることがありますので、くわしく記入して下さい  

2 0・×で答えられる欄は、該当するものを○でかこんで下さい。記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけ   
てそれに記入して下さい。  

3 本診断書作成に当たっては、相手が患者本人であることを確認して下さい。   

4 ⑥の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく、本人が障害の原因となった傷病についてはじめて医  
‾ 師の診断を受けた日を記入して下さい。前に他の医師が診断している場合は、保護者の申立てによって記入して下   

さい。また、それが不明の場合には、その旨を記入して下さい。  

5 ⑦の欄は、現に入院中の者について入院年月日を記入して下さい。なお、既往の入院で判明している場合は、   
⑩現病歴の欄中に記入して下さい。   

6 ⑳の欄は、注意を要する発作性症状等につき、その有無、程度及び頻度に応じて、「常に厳重な注意」、「随時   
一応の注意」、「殆んど不要」の3段階に分けて記入して下さい。   

7 ⑳の欄は、必要に応じて「極めて手数のかかる介助」、「比較的簡単な介助と指導」、「生活指導を要する」、「指   
導の要がない」の4段階に分けて記入して下さい。  

8 ㊧の欄は、⑨から⑳までの欄に記赦された事項を総合的に判定して、障害の状態を詳細に記入して下さい。特   
に、「要入院医療」と判定された障害者については、その理由を記入して下さい。  
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